
社会福祉法人 八事福祉会 役員等報酬要綱 

 
（目 的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人八事福祉会（以下「本会」という。）定款第１５条に規定する役員、 

 第９条に規定する評議員、第６条に規定する評議員選任・解任委員会で、その職務を行なう費用（以 

 下「報酬」、「費用・弁償」という。）の支給について定めることを目的とする。 

 

（報酬及び支給方法） 

第２条 役員、評議員及び、評議員選任・解任委員に対する報酬は、理事会、評議員会、監事会及び、 

 評議員選任・解任委員会への出席又は、業務執行のための出勤、１日につき 22,000円支給するもの 

 とする。 

 

（費用弁償） 

第３条 役員、評議員及び、評議員選任・解任委員に対する費用弁償は、理事会、評議員会、監事会及 

 び、評議員選任・解任委員会への県外からの出席又は、業務執行のための県外からの出勤、１日につ 

 き 10,000円支給するものとする。 

 

 附 則 

１ この要綱は，平成４年４月１日から施行する。 

１ 社会福祉法人八事福祉会役員旅費支給要綱は廃止する。 

１ この要綱は、平成１５年１２月１日から施行し、平成１４年３月２６日から適用する。 

 附 則 

  この要綱は、平成２５年１２月９日から施行し、平成２４年６月１日から適用する。 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

 

 


